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資料 ３ 



東京都から高齢ドライバーの皆さんへ 

都民のみなさん。こんにちは。東京都知事の小池百合子です。 

 都においても高齢ドライバーの事故防止対策の推進は重要な課題となってい
ます。 

 運転をされる方には、体調の悪い時は運転を控えるなど、日ごろの安全運転
はもちろん、自動ブレーキや、ペダル踏み間違え時加速抑制装置等を搭載し
たセーフティ・サポートカーＳ（略称：サポカーＳ）の利用もお勧めします。ふとし
た不注意にも、先進安全技術が、みなさんの安全運転をサポートしてくれます。 

 運転に自信がなくなった方、家族から運転が心配と 

言われた方は、一度都内の警察署に相談してみま 

しょう。運転免許の自主返納など的確なアドバイスが 

もらえると思います。 

 運転免許を自主返納された方は、運転経歴証明書 

を申請することができます。運転経歴証明書を、高齢 

者運転免許自主返納サポート協議会に加盟している 

施設などでご提示いただくと、様々な特典が得られま 

す。どんどん特典を拡充してまいりますので、みなさん 

も是非ご利用ください。 

悲惨な交通事故を無くして、誰もが安全にいきいき生 

活できる都市を一緒に実現していきましょう。 

 

東京都知事 

セーフティ・サポートカーＳ（略称:サポカーＳ）がお勧めです。 

 セーフティ・サポートカーＳ（サポカーＳ）」とは、自動ブレーキに加え、ペダル
踏み間違い時加速抑制装置等を搭載した、特に高齢ドライバーに推奨する自
動車です。このような先進安全技術は、交通事故の防止や被害の軽減に役立
つものです。ぜひご利用を検討ください。 



はやめましょう！ 
 スマートフォンを操作しながら歩いたり、車両を運転しながらスマートフォン
を操作する、いわゆる「ながらスマホ」はとても危険です！！ 

 人は多くの情報を目から取り入れます。 

 スマートフォンを操作しているときは 

画面に集中するために視野が極端に 

狭くなり、周囲の危険 

を発見することができ 

ないため、思わぬ 

事故につながります。 

 

 

 視野が狭くなることで、無防備な状態に
なります。 

 人や物にぶつかった際、スマートフォン操
作に夢中になるあまり 

に咄嗟の反応が遅れ、 

予想外の怪我につな 

がってしまうことがあり 

ます。 

 

 スマートフォンを操作しながらの運転は交通違反に 

なるばかりか、周囲の状況把握ができず、交通事故 

に直結する大変危険な行為です。 

 スマートフォンの操作に夢中になり、自分に迫る危険を見落としてしまうと、
他の歩行者や車両との接触を避けることができないため、自分自身が怪我
を負うことになってしまいます。 

 また、スマートフォンの操作に夢中になるあまり、 

それが原因で相手に怪我を負わせてしまうと、過失 

傷害罪（３０万円以下の罰金又は科料）に問われる 

可能性もあります。 

高齢者の運転免許自主返納をサポート 



 
 

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/kotsu/ 
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保護者の方へ   子供の交通事故は、14時～18時の時間帯に多く発生しています。 
              信号を守らせ、車が「止まったこと」など、まわりの安全を確認させましょう。 
              また、飛び出しや路上遊戯の危険性を教えましょう。 
                             
高齢者の方へ     高齢者の交通事故死者数は全死者数の約４割を占め、 
             そのうちの約７割は歩行者です。歩き慣れた道でも、信号 
             無視や横断禁止場所横断などのルール違反はやめましょう。 
                             
高齢ドライバーの方へ  
              体調の優れない時は運転を控えるなど、常に安全運転に心掛けましょう。また、 
              自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置等が搭載されたセーフティ・ 
              サポートカーSの利用をご検討ください。             
                              運転に自信がなくなった方、家族から運転が心配と言われた方は、運転免許の 
              自主返納をお考えください。運転経歴証明書の交付を受けると様々な特典が得ら 
              れます。 
 

   

 夕暮れ時や夜間は、自転車のライトを点灯し、また、
反射材用品を身につけて、「自分の存在をアピール」
をして交通事故を防ぎましょう。 
 
 二人乗りや並進走行、また、傘差しやスマートフォン
やイヤホンをしながら運転することは大変危険です。 
 
  自転車を利用する際は、大人も子供もヘルメットを
かぶりましょう。 
  また、交通事故に備えて保険に加入しましょう。 

 飲酒運転は犯罪です。 

 また、飲酒運転のおそれのある人に対する車両等
の提供や酒類を提供する行為、酒気を帯びている人
の運転する車両に同乗する行為も罰せられます。 

 

 自転車も飲酒運転の対象 

になります。 

 交差点を通過する際には、安全確認をしっかり行
いましょう。 
 
 カーブの手前では、十分に 
速度を落としましょう。 
 
 ヘルメットのあごひもをしっか 
りと締めて、胸部・腹部を守る 
プロテクターを着用しましょう。 
 
 身体露出が少なくなるよう長 
袖・長ズボンを着用しましょう。 
 
 
 
   

 シートベルトは、全ての座席で、必ず正しく着用し
ましょう。後部座席でシートベルトを着用せずに交 

通事故に遭った場合、車外放出や前席同乗者への
加害の危険性があります。 

 

 ６歳未満の子供はチャイル 

ドシートの着用が義務付け 

られています。 

 

重点① 子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 

重点② 自転車の安全利用の推進 重点③ 
全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着
用の徹底 

重点⑤ 二輪車の交通事故防止 

重点④ 飲酒運転の根絶 

× × × 


